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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧

対照表 

 

新 旧 

  

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第19条 上場会社（その発行する上場外国株券が当取引

所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。）

は、コーポレート・ガバナンスに関する事項について

記載した報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞

なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合

において、当該上場会社は、当該変更後の報告書を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

 

２ （略） 

 

（コーポレートガバナンス・コードを実施するか、

実施しない場合の理由の説明） 

第31条の３ 上場内国会社は、別添「コーポレート

ガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実

施しない場合にはその理由を第19条に規定する報

告書において説明するものとする。この場合にお

いて、「実施するか、実施しない場合にはその理

由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲に

ついては、次の各号に掲げる上場会社の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

(1) 本則市場（当取引所に上場する株券にかかる

市場のうちセントレックスを除いた市場をい

う。）の上場会社（第２号に該当する上場会社

を除く。） 

基本原則・原則・補充原則 

(2) セントレックスの上場会社及び国内の他の金融

商品取引所の本則市場以外の市場の上場会社 

基本原則 

 

（コーポレートガバナンス・コードの尊重） 

第42条の３ 上場会社は、別添「コーポレートガバナン

ス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレート・

ガバナンスの充実に取り組むよう努めなければならな

い。 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第19条 上場会社（その発行する上場外国株券が当取引

所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。）

は、有価証券上場規程第７条の５に規定する報告書

（この項の規定により変更後の報告書を提出している

場合にあっては、当該変更後の報告書）の内容に変更

が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出す

るものとする。この場合において、当該上場会社は、

当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供する

ことに同意するものとする。 

２ （略） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組み） 

第42条の３ 上場会社は、当取引所が提示する留意事項

を尊重してコーポレート・ガバナンスの充実に取り組

むよう努めなければならない。 
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付  則 

この改正規定は、平成27年６月１日から施行する。 

 

別添 

 

コーポレートガバナンス・コード 
 

 

第１章 株主の権利・平等性の確保 

 
 

【基本原則１】 

 

上場会社は、株主の権利が実質的に確保

されるよう適切な対応を行うとともに、株

主がその権利を適切に行使することができ

る環境の整備を行うべきである。 

また、上場会社は、株主の実質的な平等

性を確保すべきである。 

少数株主や外国人株主については、株主

の権利の実質的な確保、権利行使に係る環

境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が

生じやすい面があることから、十分に配慮

を行うべきである。 

 

 
考え方 

 

上場会社には、株主を含む多様なステー

クホルダーが存在しており、こうしたス

テークホルダーとの適切な協働を欠いて

は、その持続的な成長を実現することは困

難である。その際、資本提供者は重要な要

であり、株主はコーポレートガバナンスの

規律における主要な起点でもある。上場会

社には、株主が有する様々な権利が実質的

に確保されるよう、その円滑な行使に配慮

することにより、株主との適切な協働を確

保し、持続的な成長に向けた取組みに邁進

することが求められる。 

 

（新設） 
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また、上場会社は、自らの株主を、その

有する株式の内容及び数に応じて平等に取

り扱う会社法上の義務を負っているとこ

ろ、この点を実質的にも確保していること

について広く株主から信認を得ることは、

資本提供者からの支持の基盤を強化するこ

とにも資するものである。 

 

 

【原則１－１．株主の権利の確保】 

上場会社は、株主総会における議決権を

はじめとする株主の権利が実質的に確保さ

れるよう、適切な対応を行うべきである。 

 
補充原則 

 

１－１① 取締役会は、株主総会において

可決には至ったものの相当数の反

対票が投じられた会社提案議案が

あったと認めるときは、反対の理

由や反対票が多くなった原因の分

析を行い、株主との対話その他の

対応の要否について検討を行うべ

きである。 

 

１－１② 上場会社は、総会決議事項の一

部を取締役会に委任するよう株主

総会に提案するに当たっては、自

らの取締役会においてコーポレー

トガバナンスに関する役割・責務

を十分に果たし得るような体制が

整っているか否かを考慮すべきで

ある。他方で、上場会社におい

て、そうした体制がしっかりと

整っていると判断する場合には、

上記の提案を行うことが、経営判

断の機動性・専門性の確保の観点

から望ましい場合があることを考

慮に入れるべきである。 
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１－１③ 上場会社は、株主の権利の重要

性を踏まえ、その権利行使を事実

上妨げることのないよう配慮すべ

きである。とりわけ、少数株主に

も認められている上場会社及びそ

の役員に対する特別な権利（違法

行為の差止めや代表訴訟提起に係

る権利等）については、その権利

行使の確保に課題や懸念が生じや

すい面があることから、十分に配

慮を行うべきである。 

 

 

【原則１－２．株主総会における権利行使】 

上場会社は、株主総会が株主との建設的

な対話の場であることを認識し、株主の視

点に立って、株主総会における権利行使に

係る適切な環境整備を行うべきである。 

 
補充原則 

 

１－２① 上場会社は、株主総会において

株主が適切な判断を行うことに資

すると考えられる情報について

は、必要に応じ適確に提供すべき

である。 

 

１－２② 上場会社は、株主が総会議案の

十分な検討期間を確保することが

できるよう、招集通知に記載する

情報の正確性を担保しつつその早

期発送に努めるべきであり、ま

た、招集通知に記載する情報は、

株主総会の招集に係る取締役会決

議から招集通知を発送するまでの

間に、TDnetや自社のウェブサイト

により電子的に公表すべきであ

る。 

 

１－２③ 上場会社は、株主との建設的な
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対話の充実や、そのための正確な

情報提供等の観点を考慮し、株主

総会開催日をはじめとする株主総

会関連の日程の適切な設定を行う

べきである。 

 

１－２④ 上場会社は、自社の株主におけ

る機関投資家や海外投資家の比率

等も踏まえ、議決権の電子行使を

可能とするための環境作り（議決

権電子行使プラットフォームの利

用等）や招集通知の英訳を進める

べきである。 

 

１－２⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有

する機関投資家等が、株主総会に

おいて、信託銀行等に代わって自

ら議決権の行使等を行うことをあ

らかじめ希望する場合に対応する

ため、上場会社は、信託銀行等と

協議しつつ検討を行うべきであ

る。 

 

 

【原則１－３．資本政策の基本的な方針】 

上場会社は、資本政策の動向が株主の利

益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、

資本政策の基本的な方針について説明を行

うべきである。 

 

 

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】 

上場会社がいわゆる政策保有株式として

上場株式を保有する場合には、政策保有に

関する方針を開示すべきである。また、毎

年、取締役会で主要な政策保有についてそ

のリターンとリスクなどを踏まえた中長期

的な経済合理性や将来の見通しを検証し、

これを反映した保有のねらい・合理性につ

いて具体的な説明を行うべきである。 
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上場会社は、政策保有株式に係る議決権

の行使について、適切な対応を確保するた

めの基準を策定・開示すべきである。 

 

 

【原則１－５．いわゆる買収防衛策】 

買収防衛の効果をもたらすことを企図し

てとられる方策は、経営陣・取締役会の保

身を目的とするものであってはならない。

その導入・運用については、取締役会・監

査役は、株主に対する受託者責任を全うす

る観点から、その必要性･合理性をしっか

りと検討し、適正な手続を確保するととも

に、株主に十分な説明を行うべきである。 

 

補充原則 

 

１－５① 上場会社は、自社の株式が公開

買付けに付された場合には、取締

役会としての考え方（対抗提案が

あればその内容を含む）を明確に

説明すべきであり、また、株主が

公開買付けに応じて株式を手放す

権利を不当に妨げる措置を講じる

べきではない。 

 

 

【原則１－６．株主の利益を害する可能性の

ある資本政策】 

支配権の変動や大規模な希釈化をもたら

す資本政策（増資、ＭＢＯ等を含む）につ

いては、既存株主を不当に害することのな

いよう、取締役会・監査役は、株主に対す

る受託者責任を全うする観点から、その必

要性･合理性をしっかりと検討し、適正な

手続を確保するとともに、株主に十分な説

明を行うべきである。 

 

 

【原則１－７．関連当事者間の取引】 
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上場会社がその役員や主要株主等との取

引（関連当事者間の取引）を行う場合に

は、そうした取引が会社や株主共同の利益

を害することのないよう、また、そうした

懸念を惹起することのないよう、取締役会

は、あらかじめ、取引の重要性やその性質

に応じた適切な手続を定めてその枠組みを

開示するとともに、その手続を踏まえた監

視（取引の承認を含む）を行うべきであ

る。 

 

 

第２章 株主以外のステークホル

ダーとの適切な協働 

 

 

【基本原則２】 

 

上場会社は、会社の持続的な成長と中長

期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、

取引先、債権者、地域社会をはじめとする

様々なステークホルダーによるリソースの

提供や貢献の結果であることを十分に認識

し、これらのステークホルダーとの適切な

協働に努めるべきである。 

取締役会・経営陣は、これらのステーク

ホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫

理を尊重する企業文化・風土の醸成に向け

てリーダーシップを発揮すべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、株主以外にも重要なス

テークホルダーが数多く存在する。これら

のステークホルダーには、従業員をはじめ

とする社内の関係者や、顧客・取引先・債

権者等の社外の関係者、更には、地域社会

のように会社の存続・活動の基盤をなす主

体が含まれる。上場会社は、自らの持続的
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な成長と中長期的な企業価値の創出を達成

するためには、これらのステークホルダー

との適切な協働が不可欠であることを十分

に認識すべきである。また、近時のグロー

バルな社会・環境問題等に対する関心の高

まりを踏まえれば、いわゆるＥＳＧ（環

境、社会、統治）問題への積極的・能動的

な対応をこれらに含めることも考えられ

る。 

上場会社が、こうした認識を踏まえて適

切な対応を行うことは、社会・経済全体に

利益を及ぼすとともに、その結果として、

会社自身にも更に利益がもたらされる、と

いう好循環の実現に資するものである。 

 

 

【原則２－１．中長期的な企業価値向上の基

礎となる経営理念の策定】 

上場会社は、自らが担う社会的な責任に

ついての考え方を踏まえ、様々なステーク

ホルダーへの価値創造に配慮した経営を行

いつつ中長期的な企業価値向上を図るべき

であり、こうした活動の基礎となる経営理

念を策定すべきである。 

 

 

【原則２－２．会社の行動準則の策定・実

践】 

上場会社は、ステークホルダーとの適切

な協働やその利益の尊重、健全な事業活動

倫理などについて、会社としての価値観を

示しその構成員が従うべき行動準則を定

め、実践すべきである。取締役会は、行動

準則の策定・改訂の責務を担い、これが国

内外の事業活動の第一線にまで広く浸透

し、遵守されるようにすべきである。 

 

補充原則 

 

２－２① 取締役会は、行動準則が広く実
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践されているか否かについて、適

宜または定期的にレビューを行う

べきである。その際には、実質的

に行動準則の趣旨・精神を尊重す

る企業文化・風土が存在するか否

かに重点を置くべきであり、形式

的な遵守確認に終始すべきではな

い。 

 

 

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとす

るサステナビリティーを巡る課題】 

上場会社は、社会・環境問題をはじめと

するサステナビリティー（持続可能性）を

巡る課題について、適切な対応を行うべき

である。 

 

補充原則 

 

２－３① 取締役会は、サステナビリ

ティー（持続可能性）を巡る課題

への対応は重要なリスク管理の一

部であると認識し、適確に対処す

るとともに、近時、こうした課題

に対する要請・関心が大きく高ま

りつつあることを勘案し、これら

の課題に積極的・能動的に取り組

むよう検討すべきである。 

 

 

【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の

多様性の確保】 

上場会社は、社内に異なる経験・技能・

属性を反映した多様な視点や価値観が存在

することは、会社の持続的な成長を確保す

る上での強みとなり得る、との認識に立

ち、社内における女性の活躍促進を含む多

様性の確保を推進すべきである。 
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【原則２－５．内部通報】 

上場会社は、その従業員等が、不利益を

被る危険を懸念することなく、違法または

不適切な行為・情報開示に関する情報や真

摯な疑念を伝えることができるよう、ま

た、伝えられた情報や疑念が客観的に検証

され適切に活用されるよう、内部通報に係

る適切な体制整備を行うべきである。取締

役会は、こうした体制整備を実現する責務

を負うとともに、その運用状況を監督すべ

きである。 

 

補充原則 

 

２－５① 上場会社は、内部通報に係る体

制整備の一環として、経営陣から

独立した窓口の設置（例えば、社

外取締役と監査役による合議体を

窓口とする等）を行うべきであ

り、また、情報提供者の秘匿と不

利益取扱の禁止に関する規律を整

備すべきである。 

 

第３章 適切な情報開示と透明性の

確保 

 

 

【基本原則３】 

 

上場会社は、会社の財政状態・経営成績

等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リ

スクやガバナンスに係る情報等の非財務情

報について、法令に基づく開示を適切に行

うとともに、法令に基づく開示以外の情報

提供にも主体的に取り組むべきである。 

その際、取締役会は、開示・提供される

情報が株主との間で建設的な対話を行う上

での基盤となることも踏まえ、そうした情

報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用

者にとって分かりやすく、情報として有用
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性の高いものとなるようにすべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、様々な情報を開示するこ

とが求められている。これらの情報が法令

に基づき適時適切に開示されることは、投

資家保護や資本市場の信頼性確保の観点か

ら不可欠の要請であり、取締役会・監査

役・監査役会・外部会計監査人は、この点

に関し財務情報に係る内部統制体制の適切

な整備をはじめとする重要な責務を負って

いる。 

また、上場会社は、法令に基づく開示以

外の情報提供にも主体的に取り組むべきで

ある。 

更に、我が国の上場会社による情報開示

は、計表等については、様式・作成要領な

どが詳細に定められており比較可能性に優

れている一方で、定性的な説明等のいわゆ

る非財務情報を巡っては、ひな型的な記述

や具体性を欠く記述となっており付加価値

に乏しい場合が少なくない、との指摘もあ

る。取締役会は、こうした情報を含め、開

示・提供される情報が可能な限り利用者に

とって有益な記載となるよう積極的に関与

を行う必要がある。 

法令に基づく開示であれそれ以外の場合

であれ、適切な情報の開示・提供は、上場

会社の外側にいて情報の非対称性の下にお

かれている株主等のステークホルダーと認

識を共有し、その理解を得るための有力な

手段となり得るものであり、「『責任ある

機関投資家』の諸原則《日本版スチュワー

ドシップ・コード》」を踏まえた建設的な

対話にも資するものである。 
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【原則３－１．情報開示の充実】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行

うことに加え、会社の意思決定の透明性・公

正性を確保し、実効的なコーポレートガバナ

ンスを実現するとの観点から、（本コードの

各原則において開示を求めている事項のほ

か、）以下の事項について開示し、主体的な

情報発信を行うべきである。 

 

（ⅰ） 会社の目指すところ（経営理念

等）や経営戦略、経営計画 

 

（ⅱ） 本コードのそれぞれの原則を踏ま

えた、コーポレートガバナンスに関

する基本的な考え方と基本方針 

 

（ⅲ） 取締役会が経営陣幹部・取締役の

報酬を決定するに当たっての方針と

手続 

 

（ⅳ） 取締役会が経営陣幹部の選任と取

締役・監査役候補の指名を行うに当

たっての方針と手続 

 

（ⅴ） 取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて

経営陣幹部の選任と取締役・監査役

候補の指名を行う際の、個々の選

任・指名についての説明 

 

補充原則 

 

３－１① 上記の情報の開示に当たって

も、取締役会は、ひな型的な記述

や具体性を欠く記述を避け、利用

者にとって付加価値の高い記載と

なるようにすべきである。 

 

３－１② 上場会社は、自社の株主におけ

る海外投資家等の比率も踏まえ、

合理的な範囲において、英語での
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情報の開示・提供を進めるべきで

ある。 

 

 

【原則３－２．外部会計監査人】 

外部会計監査人及び上場会社は、外部会計

監査人が株主・投資家に対して責務を負って

いることを認識し、適正な監査の確保に向け

て適切な対応を行うべきである。 

 

補充原則 

 

３－２① 監査役会は、少なくとも下記の

対応を行うべきである。 

 

（ⅰ） 外部会計監査人候補を適切に

選定し外部会計監査人を適切に

評価するための基準の策定 

 

（ⅱ） 外部会計監査人に求められる

独立性と専門性を有しているか

否かについての確認 

 

３－２② 取締役会及び監査役会は、少な

くとも下記の対応を行うべきであ

る。 

 

（ⅰ） 高品質な監査を可能とする十

分な監査時間の確保 

 

（ⅱ） 外部会計監査人からＣＥＯ・

ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアク

セス（面談等）の確保 

 

（ⅲ） 外部会計監査人と監査役（監

査役会への出席を含む）、内部

監査部門や社外取締役との十分

な連携の確保 

 

（ⅳ） 外部会計監査人が不正を発見
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し適切な対応を求めた場合や、

不備・問題点を指摘した場合の

会社側の対応体制の確立 

 

第４章 取締役会等の責務 

 

 

【基本原則４】 

 

上場会社の取締役会は、株主に対する受

託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続

的成長と中長期的な企業価値の向上を促

し、収益力・資本効率等の改善を図るべ

く、 

(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこ

と 

(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイ

クを支える環境整備を行うこと 

(3) 独立した客観的な立場から、経営陣

（執行役及びいわゆる執行役員を含

む）・取締役に対する実効性の高い

監督を行うこと 

をはじめとする役割・責務を適切に果たす

べきである。 

こうした役割・責務は、監査役会設置会

社（その役割・責務の一部は監査役及び監

査役会が担うこととなる）、指名委員会等

設置会社、監査等委員会設置会社など、い

ずれの機関設計を採用する場合にも、等し

く適切に果たされるべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社は、通常、会社法（平成26年改

正後）が規定する機関設計のうち主要な３

種類（監査役会設置会社、指名委員会等設

置会社、監査等委員会設置会社）のいずれ

かを選択することとされている。前者（監

査役会設置会社）は、取締役会と監査役・
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監査役会に統治機能を担わせる我が国独自

の制度である。その制度では、監査役は、

取締役・経営陣等の職務執行の監査を行う

こととされており、法律に基づく調査権限

が付与されている。また、独立性と高度な

情報収集能力の双方を確保すべく、監査役

（株主総会で選任）の半数以上は社外監査

役とし、かつ常勤の監査役を置くこととさ

れている。後者の２つは、取締役会に委員

会を設置して一定の役割を担わせることに

より監督機能の強化を目指すものであると

いう点において、諸外国にも類例が見られ

る制度である。上記の３種類の機関設計の

いずれを採用する場合でも、重要なこと

は、創意工夫を施すことによりそれぞれの

機関の機能を実質的かつ十分に発揮させる

ことである。 

また、本コードを策定する大きな目的の

一つは、上場会社による透明・公正かつ迅

速・果断な意思決定を促すことにあるが、

上場会社の意思決定のうちには、外部環境

の変化その他の事情により、結果として会

社に損害を生じさせることとなるものが無

いとは言い切れない。その場合、経営陣・

取締役が損害賠償責任を負うか否かの判断

に際しては、一般的に、その意思決定の時

点における意思決定過程の合理性が重要な

考慮要素の一つとなるものと考えられる

が、本コードには、ここでいう意思決定過

程の合理性を担保することに寄与すると考

えられる内容が含まれており、本コード

は、上場会社の透明・公正かつ迅速・果断

な意思決定を促す効果を持つこととなるも

のと期待している。 

 

 

【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】 

取締役会は、会社の目指すところ（経営

理念等）を確立し、戦略的な方向付けを行

うことを主要な役割・責務の一つと捉え、
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具体的な経営戦略や経営計画等について建

設的な議論を行うべきであり、重要な業務

執行の決定を行う場合には、上記の戦略的

な方向付けを踏まえるべきである。 

 

補充原則 

 

４－１① 取締役会は、取締役会自身とし

て何を判断・決定し、何を経営陣

に委ねるのかに関連して、経営陣

に対する委任の範囲を明確に定

め、その概要を開示すべきであ

る。 

 

４－１② 取締役会・経営陣幹部は、中期

経営計画も株主に対するコミット

メントの一つであるとの認識に立

ち、その実現に向けて最善の努力

を行うべきである。仮に、中期経

営計画が目標未達に終わった場合

には、その原因や自社が行った対

応の内容を十分に分析し、株主に

説明を行うとともに、その分析を

次期以降の計画に反映させるべき

である。 

 

４－１③ 取締役会は、会社の目指すとこ

ろ（経営理念等）や具体的な経営

戦略を踏まえ、最高経営責任者等

の後継者の計画（プランニング）

について適切に監督を行うべきで

ある。 

 

 

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】 

取締役会は、経営陣幹部による適切なリ

スクテイクを支える環境整備を行うことを

主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣か

らの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎

しつつ、説明責任の確保に向けて、そうし
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た提案について独立した客観的な立場にお

いて多角的かつ十分な検討を行うととも

に、承認した提案が実行される際には、経

営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援す

べきである。 

また、経営陣の報酬については、中長期

的な会社の業績や潜在的リスクを反映さ

せ、健全な企業家精神の発揮に資するよう

なインセンティブ付けを行うべきである。 

 

補充原則 

 

４－２① 経営陣の報酬は、持続的な成長

に向けた健全なインセンティブの

一つとして機能するよう、中長期

的な業績と連動する報酬の割合

や、現金報酬と自社株報酬との割

合を適切に設定すべきである。 

 

 

【原則４－３．取締役会の役割・責務(3)】 

取締役会は、独立した客観的な立場か

ら、経営陣・取締役に対する実効性の高い

監督を行うことを主要な役割・責務の一つ

と捉え、適切に会社の業績等の評価を行

い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に

反映すべきである。 

また、取締役会は、適時かつ正確な情報

開示が行われるよう監督を行うとともに、

内部統制やリスク管理体制を適切に整備す

べきである。 

更に、取締役会は、経営陣・支配株主等

の関連当事者と会社との間に生じ得る利益

相反を適切に管理すべきである。 

 

補充原則 

 

４－３① 取締役会は、経営陣幹部の選任

や解任について、会社の業績等の

評価を踏まえ、公正かつ透明性の
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高い手続に従い、適切に実行すべ

きである。 

 

４－３② コンプライアンスや財務報告に

係る内部統制や先を見越したリス

ク管理体制の整備は、適切なリス

クテイクの裏付けとなり得るもの

であるが、取締役会は、これらの

体制の適切な構築や、その運用が

有効に行われているか否かの監督

に重点を置くべきであり、個別の

業務執行に係るコンプライアンス

の審査に終始すべきではない。 

 

 

【原則４－４．監査役及び監査役会の役割・

責務】 

監査役及び監査役会は、取締役の職務の

執行の監査、外部会計監査人の選解任や監

査報酬に係る権限の行使などの役割・責務

を果たすに当たって、株主に対する受託者

責任を踏まえ、独立した客観的な立場にお

いて適切な判断を行うべきである。 

また、監査役及び監査役会に期待される

重要な役割・責務には、業務監査・会計監

査をはじめとするいわば「守りの機能」が

あるが、こうした機能を含め、その役割・

責務を十分に果たすためには、自らの守備

範囲を過度に狭く捉えることは適切でな

く、能動的・積極的に権限を行使し、取締

役会においてあるいは経営陣に対して適切

に意見を述べるべきである。 

 

補充原則 

 

４－４① 監査役会は、会社法により、そ

の半数以上を社外監査役とするこ

と及び常勤の監査役を置くことの

双方が求められていることを踏ま

え、その役割・責務を十分に果た
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すとの観点から、前者に由来する

強固な独立性と、後者が保有する

高度な情報収集力とを有機的に組

み合わせて実効性を高めるべきで

ある。また、監査役または監査役

会は、社外取締役が、その独立性

に影響を受けることなく情報収集

力の強化を図ることができるよ

う、社外取締役との連携を確保す

べきである。 

 

 

【原則４－５．取締役・監査役等の受託者責

任】 

上場会社の取締役・監査役及び経営陣

は、それぞれの株主に対する受託者責任を

認識し、ステークホルダーとの適切な協働

を確保しつつ、会社や株主共同の利益のた

めに行動すべきである。 

 

 

【原則４－６．経営の監督と執行】 

上場会社は、取締役会による独立かつ客

観的な経営の監督の実効性を確保すべく、

業務の執行には携わらない、業務の執行と

一定の距離を置く取締役の活用について検

討すべきである。 

 

 

【原則４－７．独立社外取締役の役割・責

務】 

上場会社は、独立社外取締役には、特に

以下の役割・責務を果たすことが期待され

ることに留意しつつ、その有効な活用を図

るべきである。 

（ⅰ） 経営の方針や経営改善について、

自らの知見に基づき、会社の持続的

な成長を促し中長期的な企業価値の

向上を図る、との観点からの助言を

行うこと 
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（ⅱ） 経営陣幹部の選解任その他の取締

役会の重要な意思決定を通じ、経営

の監督を行うこと 

（ⅲ） 会社と経営陣・支配株主等との間

の利益相反を監督すること 

（ⅳ） 経営陣・支配株主から独立した立

場で、少数株主をはじめとするス

テークホルダーの意見を取締役会に

適切に反映させること 

 

 

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活

用】 

独立社外取締役は会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上に寄与するよう

に役割・責務を果たすべきであり、上場会

社はそのような資質を十分に備えた独立社

外取締役を少なくとも２名以上選任すべき

である。 

また、業種・規模・事業特性・機関設

計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案

して、自主的な判断により、少なくとも３

分の１以上の独立社外取締役を選任するこ

とが必要と考える上場会社は、上記にかか

わらず、そのための取組み方針を開示すべ

きである。 

 

補充原則 

 

４－８① 独立社外取締役は、取締役会に

おける議論に積極的に貢献すると

の観点から、例えば、独立社外者

のみを構成員とする会合を定期的

に開催するなど、独立した客観的

な立場に基づく情報交換・認識共

有を図るべきである。 

 

４－８② 独立社外取締役は、例えば、互

選により「筆頭独立社外取締役」

を決定することなどにより、経営
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陣との連絡・調整や監査役または

監査役会との連携に係る体制整備

を図るべきである。 

 

 

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断

基準及び資質】 

取締役会は、金融商品取引所が定める独

立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる

者の独立性をその実質面において担保する

ことに主眼を置いた独立性判断基準を策

定・開示すべきである。また、取締役会

は、取締役会における率直・活発で建設的

な検討への貢献が期待できる人物を独立社

外取締役の候補者として選定するよう努め

るべきである。 

 

 

【原則４－10．任意の仕組みの活用】 

上場会社は、会社法が定める会社の機関

設計のうち会社の特性に応じて最も適切な

形態を採用するに当たり、必要に応じて任

意の仕組みを活用することにより、統治機

能の更なる充実を図るべきである。 

 

補充原則 

 

４－10① 上場会社が監査役会設置会社ま

たは監査等委員会設置会社であっ

て、独立社外取締役が取締役会の

過半数に達していない場合には、

経営陣幹部・取締役の指名・報酬

などに係る取締役会の機能の独立

性・客観性と説明責任を強化する

ため、例えば、取締役会の下に独

立社外取締役を主要な構成員とす

る任意の諮問委員会を設置するこ

となどにより、指名・報酬などの

特に重要な事項に関する検討に当

たり独立社外取締役の適切な関



 

 - 22 -

与・助言を得るべきである。 

 

 

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性

確保のための前提条件】 

取締役会は、その役割・責務を実効的に果

たすための知識・経験・能力を全体としてバ

ランス良く備え、多様性と適正規模を両立さ

せる形で構成されるべきである。また、監査

役には、財務・会計に関する適切な知見を有

している者が１名以上選任されるべきであ

る。 

取締役会は、取締役会全体としての実効性

に関する分析・評価を行うことなどにより、

その機能の向上を図るべきである。 

 

補充原則 

 

４－11① 取締役会は、取締役会の全体と

しての知識・経験・能力のバラン

ス、多様性及び規模に関する考え

方を定め、取締役の選任に関する

方針・手続と併せて開示すべきで

ある。 

 

４－11② 社外取締役・社外監査役をはじ

め、取締役・監査役は、その役

割・責務を適切に果たすために必

要となる時間・労力を取締役・監

査役の業務に振り向けるべきであ

る。こうした観点から、例えば、

取締役・監査役が他の上場会社の

役員を兼任する場合には、その数

は合理的な範囲にとどめるべきで

あり、上場会社は、その兼任状況

を毎年開示すべきである。 

 

４－11③ 取締役会は、毎年、各取締役の

自己評価なども参考にしつつ、取

締役会全体の実効性について分
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析・評価を行い、その結果の概要

を開示すべきである。 

 

 

【原則４－12．取締役会における審議の活性

化】 

取締役会は、社外取締役による問題提起を

含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊

ぶ気風の醸成に努めるべきである。 

 

補充原則 

 

４－12① 取締役会は、会議運営に関する

下記の取扱いを確保しつつ、その

審議の活性化を図るべきである。 

 

（ⅰ） 取締役会の資料が、会日に

十分に先立って配布されるよ

うにすること 

 

（ⅱ） 取締役会の資料以外にも、

必要に応じ、会社から取締役

に対して十分な情報が（適切

な場合には、要点を把握しや

すいように整理・分析された

形で）提供されるようにする

こと 

 

（ⅲ） 年間の取締役会開催スケ

ジュールや予想される審議事

項について決定しておくこと 

 

（ⅳ） 審議項目数や開催頻度を適

切に設定すること 

 

（ⅴ） 審議時間を十分に確保する

こと 
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【原則４－13．情報入手と支援体制】 

取締役・監査役は、その役割・責務を実効

的に果たすために、能動的に情報を入手すべ

きであり、必要に応じ、会社に対して追加の

情報提供を求めるべきである。 

また、上場会社は、人員面を含む取締役・

監査役の支援体制を整えるべきである。 

取締役会・監査役会は、各取締役・監査役

が求める情報の円滑な提供が確保されている

かどうかを確認すべきである。 

 

補充原則 

 

４－13① 社外取締役を含む取締役は、透

明・公正かつ迅速・果断な会社の

意思決定に資するとの観点から、

必要と考える場合には、会社に対

して追加の情報提供を求めるべき

である。また、社外監査役を含む

監査役は、法令に基づく調査権限

を行使することを含め、適切に情

報入手を行うべきである。 

 

４－13② 取締役・監査役は、必要と考え

る場合には、会社の費用において

外部の専門家の助言を得ることも

考慮すべきである。 

 

４－13③ 上場会社は、内部監査部門と取

締役・監査役との連携を確保すべ

きである。また、上場会社は、例

えば、社外取締役・社外監査役の

指示を受けて会社の情報を適確に

提供できるよう社内との連絡・調

整にあたる者の選任など、社外取

締役や社外監査役に必要な情報を

適確に提供するための工夫を行う

べきである。 
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【原則４－14．取締役・監査役のトレーニン

グ】 

新任者をはじめとする取締役・監査役は、

上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者と

して期待される役割・責務を適切に果たすた

め、その役割・責務に係る理解を深めるとと

もに、必要な知識の習得や適切な更新等の研

鑽に努めるべきである。このため、上場会社

は、個々の取締役・監査役に適合したトレー

ニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援

を行うべきであり、取締役会は、こうした対

応が適切にとられているか否かを確認すべき

である。 

 

補充原則 

 

４－14① 社外取締役・社外監査役を含む

取締役・監査役は、就任の際に

は、会社の事業・財務・組織等に

関する必要な知識を取得し、取締

役・監査役に求められる役割と責

務（法的責任を含む）を十分に理

解する機会を得るべきであり、就

任後においても、必要に応じ、こ

れらを継続的に更新する機会を得

るべきである。 

 

４－14② 上場会社は、取締役・監査役に

対するトレーニングの方針につい

て開示を行うべきである。 

 

第５章 株主との対話 

 

 

【基本原則５】 

 

上場会社は、その持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上に資するため、株主総会の

場以外においても、株主との間で建設的な対

話を行うべきである。 
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経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）

は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾

け、その関心・懸念に正当な関心を払うとと

もに、自らの経営方針を株主に分かりやすい

形で明確に説明しその理解を得る努力を行

い、株主を含むステークホルダーの立場に関

するバランスのとれた理解と、そうした理解

を踏まえた適切な対応に努めるべきである。 

 

 

考え方 

 

「『責任ある機関投資家』の諸原則《日

本版スチュワードシップ・コード》」の策

定を受け、機関投資家には、投資先企業や

その事業環境等に関する深い理解に基づく

建設的な「目的を持った対話」（エンゲー

ジメント）を行うことが求められている。 

上場会社にとっても、株主と平素から対

話を行い、具体的な経営戦略や経営計画な

どに対する理解を得るとともに懸念があれ

ば適切に対応を講じることは、経営の正統

性の基盤を強化し、持続的な成長に向けた

取組みに邁進する上で極めて有益である。

また、一般に、上場会社の経営陣・取締役

は、従業員・取引先・金融機関とは日常的

に接触し、その意見に触れる機会には恵ま

れているが、これらはいずれも賃金債権、

貸付債権等の債権者であり、株主と接する

機会は限られている。経営陣幹部・取締役

が、株主との対話を通じてその声に耳を傾

けることは、資本提供者の目線からの経営

分析や意見を吸収し、持続的な成長に向け

た健全な企業家精神を喚起する機会を得

る、ということも意味する。 

 

 

【原則５－１．株主との建設的な対話に関す

る方針】 

上場会社は、株主からの対話（面談）の申
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込みに対しては、会社の持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上に資するよう、合理的

な範囲で前向きに対応すべきである。取締役

会は、株主との建設的な対話を促進するため

の体制整備・取組みに関する方針を検討・承

認し、開示すべきである。 

 

補充原則 

 

５－１① 株主との実際の対話（面談）の

対応者については、株主の希望と

面談の主な関心事項も踏まえた上

で、合理的な範囲で、経営陣幹部

または取締役（社外取締役を含

む）が面談に臨むことを基本とす

べきである。 

 

５－１② 株主との建設的な対話を促進す

るための方針には、少なくとも以

下の点を記載すべきである。 

 

（ⅰ） 株主との対話全般につい

て、下記（ⅱ）～（ⅴ）に記

載する事項を含めその統括を

行い、建設的な対話が実現す

るように目配りを行う経営陣

または取締役の指定 

 

（ⅱ） 対話を補助する社内のＩＲ

担当、経営企画、総務、財

務、経理、法務部門等の有機

的な連携のための方策 

 

（ⅲ） 個別面談以外の対話の手段

（例えば、投資家説明会やＩ

Ｒ活動）の充実に関する取組

み 

 

（ⅳ） 対話において把握された株

主の意見・懸念の経営陣幹部
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や取締役会に対する適切かつ

効果的なフィードバックのた

めの方策 

 

（ⅴ） 対話に際してのインサイ

ダー情報の管理に関する方策 

 

５－１③ 上場会社は、必要に応じ、自ら

の株主構造の把握に努めるべきで

あり、株主も、こうした把握作業

にできる限り協力することが望ま

しい。 

 

 

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・

公表】 

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっ

ては、収益計画や資本政策の基本的な方針を

示すとともに、収益力・資本効率等に関する

目標を提示し、その実現のために、経営資源

の配分等に関し具体的に何を実行するのかに

ついて、株主に分かりやすい言葉・論理で明

確に説明を行うべきである。 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

  

10の４ 第７条の５（コーポレート・ガバナンスに関す

る報告書）関係 

第７条の５に規定する「コーポレート・ガバナンス

に関する事項」とは、次の(1)から(7)までに掲げる事

項をいうものとする。ただし、(2)及び(6)にあって

は、新規上場申請者が内国株券の発行者である場合に

限る。 

(1) （略） 

(2) 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則別添「コーポレートガバナンス・コー

ド」に関する事項（同規則第31条の３に規定する同

別添の各原則を実施しない理由を含む。） 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) 独立役員（上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則第31条の２に規定する独立役

員をいう。以下同じ。）の確保の状況（独立役員と

して指定する者が、次のａからｊまでのいずれかに

該当する場合は、その旨及びその概要を含む。） 

ａ 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者

（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第

２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。

以下同じ。）であった者（社外監査役を独立役員

として指定する場合にあっては、業務執行者でな

い取締役であった者又は会計参与（会計参与が法

人であるときはその職務を行うべき社員を含

む。）であった者を含む。） 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった

者（業務執行者でない取締役であった者を含み、

社外監査役を独立役員として指定する場合にあっ

ては、監査役であった者を含む。） 

ｃ 過去に当該会社の兄弟会社（当該会社と同一の

親会社を有する他の会社をいう。）の業務執行者

であった者 

ｄ 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務

10の４ 第７条の５（コーポレート・ガバナンスに関す

る報告書）関係 

第７条の５に規定する「コーポレート・ガバナンス

に関する事項」とは、次の(1)から(6)までに掲げる事

項をいうものとする。ただし、(5)にあっては、新規上

場申請者が内国株券の発行者である場合に限る。 

 

(1) （略） 

（新設） 

 

 

 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) 独立役員（上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則第31条の２に規定する独立役

員をいう。以下同じ。）の確保の状況（次のａ及び

ｂに掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに

掲げる事項を含む。） 

ａ 独立役員として指定する者が、次の(a)から(f)

までのいずれかに該当する場合 

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役員とし

て指定する理由 

(a) 過去に当該会社の親会社の業務執行者（会社

法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条

第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以

下同じ。）であった者（業務執行者でない取締

役であった者を含み、社外監査役を独立役員と

して指定する場合にあっては、監査役であった

者を含む。） 

(b) 過去に当該会社の兄弟会社（当該会社と同一

の親会社を有する他の会社をいう。）の業務執

行者であった者 

(c) 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業

務執行者であった者又は当該会社の主要な取引
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執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の

業務執行者であった者 

ｅ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他

の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又

は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに

限る。）に過去に所属していた者 

ｆ 当該会社の主要株主（法第163条第１項に規定す

る主要株主をいう。以下同じ。）（当該主要株主

が法人である場合には、当該法人の業務執行者等

（業務執行者又は過去に業務執行者であった者を

いう。）をいう。） 

ｇ ａから前ｆまでに掲げる者（重要でない者を除

く。）の近親者（二親等内の親族をいう。） 

ｈ 当該会社の取引先又はその出身者（業務執行者

又は過去10年内のいずれかの時において業務執行

者であった者をいう。以下同じ。） 

ｉ 当該会社の出身者が他の会社の社外役員（会社

法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役

員をいう。）である場合の当該他の会社の出身者 

ｊ 当該会社から寄付を受けている者（当該寄付を

受けている者が法人、組合等の団体である場合

は、出身者又はそれに相当する者をいう。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) （略） 

 

付  則 

先の業務執行者であった者 

(d) 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その

他の財産を得ているコンサルタント、会計専門

家又は法律専門家（法人、組合等の団体である

者に限る。）に過去に所属していた者 

(e) 当該会社の主要株主（法第163条第１項に規定

する主要株主をいう。以下同じ。）（当該主要

株主が法人である場合には、当該法人の業務執

行者又は過去に業務執行者であった者をい

う。） 

(f) 次のイ又はロに掲げる者（重要でない者を除

く。）の近親者（二親等内の親族をいう。） 

イ (a)から前(e)までに掲げる者 

ロ 過去に当該会社又はその子会社の業務執行

者であった者（社外監査役を独立役員として

指定する場合にあっては、業務執行者でない

取締役であった者又は会計参与（会計参与が

法人であるときはその職務を行うべき社員を

含む。以下同じ。）であった者を含む。） 

ｂ 独立役員として指定する者が、次の(a)から(d)

までのいずれかに該当する場合 

その旨及びその概要 

(a) 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者

であった者（社外監査役を独立役員として指定

する場合にあっては、業務執行者でない取締役

であった者又は会計参与であった者を含む。） 

(b) 当該会社の取引先又はその出身者（業務執行

者又は過去10年内のいずれかの時において

業 務 執 行 者 で あ っ た 者 を い う 。 以 下 同

じ。） 

(c) 当該会社の出身者が他の会社の社外役員（会

社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社

外役員をいう。）である場合の当該他の会社の

出身者 

(d) 当該会社から寄付を受けている者（当該寄付

を受けている者が法人、組合等の団体である場

合は、出身者又はそれに相当する者をいう。） 

(6) （略） 
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１ この改正規定は、平成27年６月１日から施行する。 

２ 改正後の10の４(2)の規定は、この改正規定施行

の日（以下「施行日」という。）以後に新規上場

を申請する者から適用する。ただし、新規上場日

が施行日以後最初に到来する定時株主総会の日か

ら起算して６か月を経過する日の前日までの日で

ある場合は、なお従前の例による。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部

改正新旧対照表 

 

新 旧 

  

９ 第19条（コーポレート・ガバナンスに関する報告

書）関係 

 (1) 第１項に規定する「コーポレート・ガバナン

スに関する事項」とは、次のａからｇまでに掲

げる事項をいう。ただし、ｂ及びｆにあって

は、上場会社が内国株券の発行者である場合に

限る。 

ａ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考

え方及び資本構成、企業属性その他の上場会社に

関する基本情報（支配株主を有する場合は、当該

支配株主との取引等を行う際における少数株主の

保護の方策に関する指針を含む。） 

ｂ 別添「コーポレートガバナンス・コード」

に関する事項（第31条の３に規定する同別添

の各原則を実施しない理由を含む。） 

ｃ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管

理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の

状況及び当該体制を選択している理由 

ｄ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状

況 

ｅ 内部統制システムに関する基本的な考え方及び

その整備状況（反社会的勢力排除に向けた体制整

備に関する内容を含む。） 

ｆ 独立役員の確保の状況（独立役員として指定す

る者が、次の(a)から(j)までのいずれかに該当す

る場合は、その旨及びその概要を含む。） 

(a) 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者

（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定す

る業務執行者をいう。以下同じ。）であった者

（社外監査役を独立役員として指定する場合に

あっては、業務執行者でない取締役であった者

又は会計参与（会計参与が法人であるときはそ

の職務を行うべき社員を含む。）であった者を

含む。） 

(b) 過去に当該会社の親会社の業務執行者であっ

た者（業務執行者でない取締役であった者を含

９ 第19条（コーポレート・ガバナンスに関する報告

書）第２項関係 

第２項に規定する当取引所が定める事項とは、有価

証券上場規程の取扱い要領10の４(1)に掲げる事項のう

ち資本構成及び企業属性に関する事項をいう。 
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み、社外監査役を独立役員として指定する場合

にあっては、監査役であった者を含む。） 

(c) 過去に当該会社の兄弟会社（当該会社と同一

の親会社を有する他の会社をいう。）の業務執

行者であった者 

(d) 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業

務執行者であった者又は当該会社の主要な取引

先の業務執行者であった者 

(e) 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その

他の財産を得ているコンサルタント、会計専門

家又は法律専門家（法人、組合等の団体である

ものに限る。）に過去に所属していた者 

(f) 当該会社の主要株主（当該主要株主が法人で

ある場合には、当該法人の業務執行者等（業務

執行者又は過去に業務執行者であった者をい

う。）をいう。） 

(g) (a)から前(f)までに掲げる者（重要でない者

を除く。）の近親者（二親等内の親族をい

う。） 

(h) 当該会社の取引先又はその出身者（業務執行

者又は過去10年内のいずれかの時において業務

執行者であった者をいう。以下同じ。） 

(i) 当該会社の出身者が他の会社の社外役員（会

社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社

外役員をいう。）である場合の当該他の会社の

出身者 

(j) 当該会社から寄付を受けている者（当該寄付

を受けている者が法人、組合等の団体である場

合は、出身者又はそれに相当する者をいう。） 

ｇ その他当取引所が必要と認める事項 

(2) 第２項に規定する当取引所が定める事項とは、前

(1)ａに掲げる事項のうち資本構成及び企業属性に関

する事項、前(1)ｂに掲げる事項及び投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認め

る事項をいう。 

 

16の２ 第31条の３（コーポレートガバナンス・コー

ドを実施するか、実施しない場合の理由の説明）

関係 

第１号に該当している上場会社が第２号に該当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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することとなった場合及びその他当取引所が必要

と認める場合には、第１号の規定を適用するもの

とする。 

 

付  則 

この改正規定は、平成27年６月１日から施行する。 

  

 


